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『臨時休館に伴う４月度月会費について』 

平素は KSC ねやがわスポーツクラブの諸活動にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうござ

います。 

新型インフルエンザによる緊急事態宣言の指定地域に大阪府がなり、当クラブも 

4 月 8 日(水)～5 月 6 日(水)を全館臨時休館といたしました。 

臨時休館に伴い、４月度月会費につきましては、以下の通り５月度月会費にて調整させてい

ただきます。ご不明な点等ございましたら、下記記載時間帯にてお問い合わせください。 

また、今後の状況変化に伴うご案内、その他情報は、ホームページ・LINE＠にてお知ら

せします。 

記 

＜４月度月会費対応について＞ 

4 月 10 日に引き落としされた月会費は、５月組に充当させていただきます。  

 

☆ ４月組に利用された方 

月会費の1/4を４月組利用分として、5月11日に引き落とし請求させていただきます。 

☆ ４月組に利用されてない方 

『特別休会』とさせていただきます。5 月 11 日の引き落し請求はかかりません。 

既に休会費 2,200 円をお支払い済みの方は、5 月 7 日以降、フロントにて全額返金させ

ていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ KSC ねやがわスポーツクラブまでお問い合わせください。 

TEL 072－839－5515 電話受付 [時間] 13:00～16:00 [曜日] 月～土曜日 

4 月 16 日(木)～4 月 30 日(木)は、完全休業と致します。 

5 月 1 日(金)・2 日(土)・6 日(水)は 13:00～16:00 で電話問い合わせ可能です。 

※電話対応時間・曜日が変更になる場合がございます。変更の際は、ホームページ・LINE＠にてお知らせいたします。 

（４月組に利用された方） 

月会費 

全  額 

 

４月組利用分として請求 


